
既存建築物耐震性向上事業（木造住宅の除却事業）の概要

2.補助金交付までの流れ

1.補助対象

次に掲げる木造住宅
○昭和56年5月31日以前に建築されたもの
○地震に対して安全な構造とする旨の市からの通知を受けているもの
○耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断されたもの

耐震診断の結果を三島市(特定行政庁)へ報告

通知等

耐震診断の実施（裏面参照）

補助金交付申請

補助金等交付決定通知書

工事契約

除却工事

完了報告

補助金の支払い
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3.補助金の額

補助金の額は補助対象経費の額とし、30万円を限度
①補助対象経費が100万円の場合
100万円 ＞ 30万円 よって限度額の30万円

②補助対象経費が25万円の場合
25万円 ＜ 30万円 よって補助対象経費の25万円

令和7年度版 三島市住宅政策課 電話055-983-2644

補助金交付までに必要な手続
はご自身でご提出ください。

※除却予定時期が2か月未満
の場合は、診断等が間に合わ
ず除却補助ができない可能性
があります。

※診断方法は、
平成18年1月25日による方法国土
交通省告示第184号の別添に定め
る「一般診断法」「精密診断法」

診断は、
静岡県耐震診断補強相談士
が行うこと。

完了報告書は2月末までに提
出してください。

※工事完了後速やかに
提出してください。



木造住宅の除却事業を申請するまで

R6年度までに
わが家の専門家診断実施済

相談（窓口・電話等）

令和７年度版 三島市住宅政策課 電話055-983-2644

診断結果を三島市へ報告

未診断

静岡県耐震補強相談士へ
耐震診断実施

通知等

補助金交付申請

S56.5.31以前に旧耐震基準で建築された木造住宅は、耐震性が不足しているとさ
れる住宅が大半ではあるが、中には耐震性がある住宅もあり、除却を行う必要が
ない住宅もある。耐震診断の結果、耐震性が不足している、すなわち倒壊の危険
性があると判断されたものを補助対象とする。

耐震性あり耐震性なし

補助対象外

耐震性あり 耐震性なし

補助対象外

診断済

※自費

評点1.0未満

※相談士のリスト閲覧は窓口まで

評点1.0未満


